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島本町教育委員会 会議録（令和２年第８回 定例会） 

日 時 
令和２年７月２７日（月） 

 午前９時３０分 ～ 午後０時００分 

場 所 島本町役場３階 委員会室 

出 席 者 持田教育長、髙岡教育委員、藤田教育委員、西山教育委員、森田教育委員     

岡本部長、安藤次長兼教育総務課長、川畑次長 

（教育総務課）島本主査 

（教育推進課）山田課長、佐々木参事 

（子育て支援課）南田課長 

（生涯学習課）奥野課長、浦上参事 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者     

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第２６号議案  令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

第２７号議案  令和３年度使用小学校教科用図書の採択について 

第 ７ 号報告  島本町立体育館設置条例施行規則の一部改正の臨時代理

について 

第 ８ 号報告  令和２年度教育費補正予算（案）の臨時代理について 

第 ９ 号報告  令和２年度夏季休業日中における児童生徒の指導につい

て 

議 決 事 項 第２６号議案、第２７号議案 

教 育 長 の   

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者１５名 
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教育長       本日、出席者は５名です。定数を満たしておりますので、令和２年

第８回教育委員会定例会を開会いたします。 

お諮りいたします。会議録署名委員は、島本町教育委員会会議規則

第１７条の規定により、森田教育委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、会議録署名委員は、森田教育

委員に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

それでは第２６号議案「令和３年度使用中学校教科用図書の採択に

ついて」を議題といたします。これは、種目ごとに説明を求め、種目

ごとに質疑を受け、採択してまいりたいと思いますが、これに御異議

ございませんでしょうか。また、新型コロナウイルス感染防止対策の

ため、５０分ごとに休憩を取らせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

（「異議なし」の声あり） 

それでは、第２６号議案につきましては、種目ごとに説明を求め、

種目ごとに質疑を受け、採択してまいることといたします。 

委員の方々におかれましては、展示期間中に既に閲覧していただい

ていることと思われますが、本日は全社用意しておりますので、必要

に応じてご覧ください。 

それでは、第２６号議案「令和３年度使用中学校教科用図書の採択

について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   本日の具申に至るまでの経緯につきましてご説明申しあげます。５

月２８日に開催いたしました１回目の選定委員会におきまして、見本

本の調査に関する調査委員会が設置され、６月１９日までに、５回の

調査委員会を開き、調査員による調査研究を行いました。その後、６

月２５日に開かれた２回目の選定委員会で、調査委員からの報告と調

査委員長からのヒアリングを実施しました。そして、７月３日の３回

目の選定委員会におきまして、本町で使用する上で最も適当であると

考えられる発行者の教科書を選定し、本日具申した次第です。 

また、選定作業と並行して、住民の方々にも、教科書を閲覧してい  

ただくため、役場１階コミュニティ推進課内にて６月４日から６月１

７日まで、また、町教育センターにて６月１日から７月１日まで、法
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定外・法定内展示を行い、意見箱を設置し、住民の方々からの意見や

感想を募りました。ご意見につきましては、資料の後半部分に添付し

ております。 

以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。なお、第

２６号議案「令和３年度使用中学校教科用図書の採択について」は、

中学校教科用図書選定委員会委員長である第一中学校の西田校長に具

申について説明をしていただくため、出席許可をしてよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       それでは、西田校長、前の方にお願いします。 

          これより中学校教科用図書選定委員会委員長から具申を求めます。

なお、議事の進行上、議案資料にありますことから、校長からの具申

理由の朗読は割愛させていただいて、すぐに質疑をしていきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

選定委員長     令和２年５月２６日付け、島本町教育委員会よりの指示事項島本町

義務教育諸学校における令和３年度使用する中学校教科用図書の島本

町教育委員会が行う採択について、必要な調査研究及び選定資料を作

成するとともに、採択に関する重要事項に関して、公正かつ厳正に調

査研究を行い、別紙のとおり、島本町教育委員会へ選定に関する意見

を具申します。 

教育長       これより、種目、国語を議題といたします。選定委員長からの説明

を求めます。 

選定委員長     ［種目、国語について説明］ 

教育長       それでは、種目、国語に対する質疑を行います。 

教育委員      調査委員会では、国語の教科用図書の選定に当たって、基本方針は

ありましたか。 

選定委員長     本来の国語力が総合的につけられるかという視点と、どのような読

み物が選定されているかということが、話の中には出ておりました。 

教育委員      光村図書には、資料やグラフの読み取りについて学ぶ教材がありま

すが、資料やグラフの読み取りは、ほかでも学ぶ教科はありますか。 

選定委員長     どの教科でも、その教科の特性に合った資料やグラフを読み取る場
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面は多いと思っていますので、国語だけに特化したものではありませ

ん。 

教育委員      国語について、各教材で良いと思ったところをお話しさせていただ

きたいと思います。まず、三省堂は、多様な読み物、教材を盛り込ん

でいてバランスが良く、言葉の使い方も、大変読みやすいと感じてい

ます。また、読み物を分断しないような構成が分量的につかみやすい

のではないかと感じました。 

次に、光村図書は、イラストカラーが明るく、やさしい印象のため、

安心して教科書を見ることができると感じています。そして、内容に

関しましても、様々なトピックスがありますので、全体的に特に問題

なく感じております。 

東京書籍は、明るく、構成的には見やすいと思いますが、取り上げ

ている教材に少し難しい文章が見受けられました。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      今回の選定図書である三省堂と光村図書、共にすばらしい教科書だ

と思いますが、全ての基本となる国語力をつけていく中で、基本とな

る学び方をきちんと学ぶということがとても必要なことだと思います

ので、私は、学び方を学ぶということを主眼に構成している三省堂を

推薦いたします。 

教育委員      三省堂では、学び方の広がりが学べるのかなというふうには感じて

おります。また、資料編がしっかりと作られていますので、後々自分

の学びの一つになるのかなというふうに思いましたので、私も三省堂

が良いと思っております。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。 

          種目、国語については、三省堂の『現代の国語』を採択することと

して、これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

          続きまして、種目、書写を議題といたします。選定委員長からの説

明を求めます。 

選定委員長     ［種目、書写について説明］ 

教育長       それでは、種目、書写に対する質疑を行います。 

教育委員      ３年間でどのくらいの時間数があるのか教えてください。 

選定委員長     各学年約１０数時間ありますので、３年間で、３０時間と少し学ぶ

ことになります。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      私は、東京書籍の教科書が良いと思います。理由といたしまして、

基本となる姿勢を最初に大きく見開きで取り上げられているのが特に

見やすく、また、手元にイラストを交えて説明しているコメントがあ

るのですが、そちらも大変分かりやすく、自分で教科書を見て学ぶこ

とができ、練習することもできるのが、大変良いと思います。 

教育委員      私も、東京書籍です。島本町で取り組んでいる内容が教材として入

ってるものの方が良いのかなというふうに思っています。また、筆だ

けではなく、通常は手書きですので、その辺りの復習や、小学校６年

生の時の確認も兼ねている内容になっていると思っています。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。 

          種目、書写については、東京書籍の『新しい書写』を採択すること

として、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

          続きまして、種目、社会、地理的分野を議題といたします。選定委

員長からの説明を求めます。 
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選定委員長     ［種目、社会、地理的分野について説明］ 

教育長       それでは、種目、社会、地理的分野に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      帝国書院のものも大変良いかと思いましたが、私は、東京書籍が良

いと思いました。各地理的事象に関する地域の特色や気候は押さえる

必要があると思いますが、取り上げる課題としては、現在言われてい

るような数多くの問題も意識しながら、地理の授業で学んでいく必要

があるのではないかなと感じています。そういった意味で、東京書籍

の豊富なコラムが大変良いと感じています。図表も鮮やかで、より分

かりやすく、説明が細やかであるという理由から、東京書籍が良いの

ではないかなと思っております。 

教育委員      東京書籍と帝国書院も見させていただきまして、帝国書院は、臨場

感あふれる写真が多く掲載されていて、関心を高めるためにとてもす

ばらしい導入の仕方だと思いました。しかし、東京書籍は、具申理由

の１行目にもあるとおり、見開き１単位時間の紙面が、「資料導入」、

「学習課題」、「本文」、「チェッカー＆トライ」の流れで構造化されて

いるというところで、確実に学習内容を定着できるように構成されて

いるという部分がすばらしいなと思いまして、私は、東京書籍の方を

推薦させていただきたいと思っています。 

教育委員      私も、帝国書院と東京書籍と見させていただいて、帝国書院は、地

形図に関しては一番見やすいので、もし地図帳がなければ、お薦めし

たいところです。しかし、東京書籍は、問題をきっちりと定義して、

自分たちで考えていく内容になっていますし、歴史的な流れについて

もある程度記載がありましたので、私は、東京書籍の方が知っておい

てほしい事柄が多いと思いました。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。 

種目、社会、地理的分野については、東京書籍の『新しい社会 地   
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理』を採択することとして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして、種目、社会、歴史的分野を議題といたします。選定委

員長からの説明を求めます。 

選定委員長     ［種目、社会、歴史的分野について説明］ 

教育長       それでは、種目、社会、歴史的分野に対する質疑を行います。 

教育委員      事務局よりあらかじめ資料として頂いたものについては目を通させ

ていただき、特に、図書閲覧票などを参考にさせていただきました。

これらの資料は、選定委員の方もご覧になっているのでしょうか。 

教育推進課参事   調査委員の調査研究を基に、今回の見本本について具申することを

選定委員への指示事項としているため、意見書や要望書については見

ていません。 

教育委員       今後、選定委員会としては、資料の提供について何かお考えですか。 

選定委員長     選定委員会としましては、今教育委員会の事務局がお答えしたとお

りとなりますので、今後とも、調査員の現場の声を聞いて、その中か

ら選定していくという形をとっていこうと思っております。 

教育委員      選定教科用図書２社の具申理由に、プラス評価を掲げておられるの

は当然ですが、その他の教科用図書４社について、具申理由にマイナ

ス評価の記載がないのはなぜですか。複数の中から、いくつかを選ぶ

という作業の中では、プラス面とマイナス面を検討して、結論が出て

くるのではないか思います。 

教育推進課参事   選定に当たりましては、現場の先生方が使いやすい点はどこなのか

というところで具申をするよう、選定委員には指示をしています。 

教育委員      選定委員長は、付け加えることはありますか。 

選定委員長     特にございません。 

教育委員      歴史は、どこを充実させたいのかが、出版社によって大きく違って

いたと感じました。東京書籍と帝国書院を選ばれた理由について、付

け加えるところはありますか。 

選定委員長     具申理由にもあるとおり、今まで知識で分断されていたものをより

大きく見て、そこから思考を走らせていくという点で、この２社がよ

り良いというように選んでおります。 
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教育長       他ございませんでしょうか。  

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      私は、現場の先生方の意見を最大限酌み取っていただいてる、選定

委員会の選定結果を最大限尊重したいと思います。私なりに検討した

結果、歴史本については、絶対に採択されるべきでないというものが

１社、これが教科書であれば良いと思うものが 2 社ありまして、その

うち１社は帝国書院です。今回、選定図書として帝国書院が入ってい

ますので、私としては、帝国書院本を採用いただければと思っており

ます。 

教育委員      私も、現場の先生が教えやすく、内容も充実している教科書が一番

だと思っています。私は、東京書籍は、考え方の運びやバランスが良

く、いろいろなことが読み取れる、考えられるような教科書になって

いるのかなと思っていますので、東京書籍を推薦させていただきたい

と思っています。 

教育委員      私も、東京書籍が良いと思います。ただ今委員がご説明されたよう

に、内容のバランスが良く、資料写真年表も見開きで、歴史的背景が

つかみやすいように構成されています。他の出版社と比べましても、

この辺りが大変良いと感じました。帝国書院も、タイムトラベルを大

きなイラストで時代ごとにまとめているのが、分かりやすく、面白い

やり方だなと感じましたが、総合的に見て東京書籍を推薦いたしたい

と思います。 

教育委員      私も、先ほど委員が言われたように、教員がどのような教育をした

いのかが、すごく大事であると思います。先ほど、選定委員長が知識

を分断させないような取り組み方、学び方をさせたいと言われました

ので、その物事が起きた背景や理由のところまで、しっかりと書いて

あるのが東京書籍だと思いますので、私は、東京書籍をお薦めしたい

と思っています。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 
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          それではお諮りします。 

種目、社会、歴史的分野については、東京書籍の『新しい社会 歴

史』を採択することとして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

なお、議事の進行が少し遅れておりますので、議案資料にもありま

すことから、選定委員長からの具申理由の説明は割愛させていただい

て、すぐに質疑をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       続きまして種目、社会、公民的分野を議題といたします。それでは、

種目、社会、公民的分野に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      公民は、社会の中で生きていく上で、最も大切な授業の一つである

と考えているため、何が押さえられているのかというところをポイン

トとして見ていました。選定図書として帝国書籍と日本文教出版を挙

げていただいていますが、日本文教出版は、どちらかというと人権や

社会権の記載が少ないような気がしました。それから、今の時代にお

いては、契約するということはとても大事なことだというふうに思う

のですが、その契約について書いてあるのが帝国書院のみであったこ

ともあり、内容がしっかりと盛り込まれてるというふうには感じてい

ます。 

教育委員      この分野につきまして、１社については採択に反対していまして、

比較的よくまとまっているのは、教育出版かと思いました。選定教科

用図書のうちどちらかということで、私も、委員の意見に賛同したい

と思います。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。 

種目、社会、公民的分野については、帝国書院の『社会科 中学生
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の公民 よりよい社会を目指して』を採択することとし、これに御異

議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

          続きまして、種目、社会、地図を議題といたします。これより種目、

社会、地図に対する質疑を行います。 

教育委員      現在は、どちらの地図を使用していますか。 

選定委員長     帝国書院です。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      東京書籍と帝国書院のどちらも見させていただきまして、東京書籍

は全てに振り仮名が付けられている丁寧な作りになっていますが、帝

国書院の方が鮮明で見やすいものになっているという印象を受けまし

た。地図帳の中で、一番、何を重視するかと考えた時に、見やすさと

いうものを重視していただきたいと思いましたので、私は、帝国書院

を推薦させていただきます。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。 

種目、社会、地図については、帝国書院の『中学校社会科地図』を

採択することとして、これに御異議ございませんでしょうか 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして、種目、数学を議題といたします。これより、種目、数

学に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      数学は、中学校に入って苦手な子が多くなってくると思いますので、
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教科書は、日常生活と関連して考えられるようなものが一番かなと思

っています。分かりやすかったり、身近なものが例に出されていたり

というようなものを探していたのですが、それが一番上手に記載され

ていたのが、啓林館です。私は、分かりやすさと例えの良さを重視し

ていましたので、啓林館を推薦させていただきたいと思っています。 

教育委員      私も、啓林館が良いと思います。理由といたしましては、具申内容

にあるとおり、章末にある「力だめし」という発展問題が大変工夫が

されており、説明量もちょうど良く、分かりやすいという印象を受け

ました。全体的な説明量と問題量は、他社のものよりも少し多い感じ

はしますが、自学自習も進めやすく、とても分かりやすく説明されて

いると思います。 

教育委員      私も、他の委員の意見と同じように考えています。数学は、たくさ

ん問題を解くことも大切だと思いますので、自学自習を促すことがで

きるようなものが含まれているものが良いと思います。また、比例式

のところでタイムセールが出てきたり、方程式のところで乗り放題の

チケットが出できたり、日常生活の中でどのような方程式が使われる

のかという事例が載っており、分かりやすい内容でしたので、私は啓

林館が良いと思っています。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りします。 

種目、数学については、啓林館の『未来へひろがる数学』を採択す

ることとし、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

          続きまして、種目、理科を議題といたします。これより、種目、理

科に対する質疑を行います。 

教育委員      現在の小学校の教科書も啓林館であったと思いますが、小学校から

中学校にかけて、同じ教科書を使う利点はありますか。 

選定委員長     同じであれば良いということではありませんが、繰り返し学べる点

や発展的になっていくという点では、同じ教科書会社であるというの
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は、利点があるとは思っています。 

教育委員      教科書には、写真付きで実験に関するものが多く載っていますが、

年間で実験をする時間は、どのくらいあるのですか。 

選定委員長     厳密な時間は把握していませんが、最近では、たくさん実地を取り

入れるようになっていますので、教室での実験や、実験しない場合も、

プロジェクターなどを使って表現することが多くなっています。 

教育委員      ありがとうございます。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      写真や図の関係性も大変分かりやすく、色の具合も実際の実験と比

較できる色合いが出ていることから、私は、啓林館を一番に推薦させ

ていただきたいと思っております。 

教育委員      私も、啓林館を推薦いたします。理由は、委員が述べられたのと同

じです。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目理科については、啓林館の『未来へひろがるサイエンス』を採

択することとして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして、種目、英語を議題といたします。 

これより、種目、英語に対する質疑を行います。 

教育委員      小学校から中学校に入るときに、教え方が違いすぎる教科書である

と難しいのではと思いますが、つながりのことで調査員が言われてい

たことはありますか。 

選定委員長     先ほどと同じで、同じ教科書を使えば小・中学校の連携になるとい

うわけではありませんが、小学校の教科書と同じような点を重視した

教科書が使いやすいという声はあると思います。 
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教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      東京書籍と光村図書は、両方すばらしい教科書だなと思いました。 

東京書籍は、読み物として面白い内容になっておりまして、内容も

濃く、充実している印象です。 

光村図書は、とてもバランスの取れた教科書だと、一目見て分かり

ました。ゴールが分かりやすく設定されているとともに、自分が学ん

でいる箇所が、リーディング、スピーキング、ライティングのいずれ

の箇所なのかというところまで記載されていました。また、ストーリ

ーリテリングが実施しやすいとともに、生徒が意見を言い合えるよう

な質問が多く掲載されていると思いますので、光村図書を推薦させて

いただきたいと思っております。 

教育委員      先ほど委員のご意見にもございましたが、ストーリーリテリングが

３年間を通じてのストーリー仕立てになっており、１年生から３年生

まで、アニメタッチのイラストでストーリーになっているため、流れ

る感じで授業を受け進めることができるのではないかと思います。分

かりやすく、英語を身近なものとしてつかみやすいのではないかとい

う点で、選定委員の方々からのご意見も踏まえ、こちらをお薦めした

いと思います。 

選定教科用図書以外の三省堂、開隆堂、教育出版についても、トピ

ックスとしては大変面白く、英語がもう少し上達した子供たちが次の

ステップアップとして使うのであれば、大変面白い読み物であると思

います。今後、英語教育がもっと定着して子供たちのレベルが上がれ

ば、こちらの方も採用の見通しがあるのではないかと感じております

が、今回は、光村図書を推薦したいと思います。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目英語については、光村図書『Ｈｅｒｅ Ｗｅ Ｇｏ！ ＥＮＧＲＩ
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ＳＨ ＣＯＵＲＳＥ』を採択することとして、これに御異議ございませ

んでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご意義がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして種目、音楽を議題といたします。 

これより、種目、音楽に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      どちらも構成は同じように作られていますが、教育芸術社は、曲も

多く、歌うだけではなく、指揮の仕方や楽器についても多いと思いま

す。これから幅広いところへの興味を促すためにも、歌だけではない、

いろいろなところが教科書の中で見つけられると楽しいと思いました

ので、私は、教育芸術社を推薦したいと思っております。 

教育委員      教育出版は、写真が多く掲載されていて、イメージがしやすいのか

なと思っております。「魔王」を勉強するところでも、魔王の印象をつ

けるような黒い背景になっていて、子供たちが見て、様々な想像がで

きるような教科書だなと思っております。 

教育芸術社も、そのような工夫に加え、「深めよう音楽」のところに、

ワークシートの質疑が上手に提示されていて、一つの回答だけでなく、

たくさんの回答を出させるような質問の仕方が掲載されていることか

ら、教育芸術社の方を推薦させていただければと思っております。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、音楽については、教育芸術社の『中学生の音楽』を採択する

こととして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして、種目、器楽を議題といたします。 

これより、種目、器楽に対する質疑を行います。 
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教育委員      器楽は、年間何時間ぐらい取ることができるのでしょうか。 

選定委員長     音楽が１．４時間になっていますので、その中で、器楽も一緒にや

っていくという形になります。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      私は、教育芸術社の方が良いと思います。教材として扱いやすくて

分かりやすく、プロの奏者の方のメッセージが記載されていて、器楽

についてイメージすることができるところがとても面白いかと思いま

した。また、音楽という時間内でのことですので、音楽の教科書と連

動している方が分かりやすいのではないかと思います。 

教育長       他ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、器楽については、教育芸術社の『中学生の器楽』を採択する

こととして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして、種目、技術を議題といたします。 

これより、種目、技術に対する質疑を行います。 

教育委員      技術家庭は、年間どのぐらいの時間を取ることができるのですか。 

選定委員長     音楽と同じです。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      開隆堂と甲乙付けがたいところもあったのですが、東京書籍の方が、

制作過程が見やすく分かりやすいため、教師の指導と一体感を図るこ

とができるのではないかという印象を受けました。 

教育長       他にございませんでしょうか。 
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（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、技術については、東京書籍『新しい技術・家庭 技術分野 未

来を創るＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ』を採択することとして、これに御異

議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので採択することに決しました。 

続きまして、種目、家庭を議題といたします。 

これより、種目、家庭に対する質疑を行います。 

教育委員      家庭科は、教える順番や並び方、目次の作り方が少しずつ違ってい

ます。東京書籍は食から、開隆堂は家族から始まる流れになっていま

すが、何から教えていくのかというところについて、調査員からご意

見はありましたか。 

審査委員長     家族は、子供たちにとっていろいろな意味を持っておりますので、

食という自分自身のところから入っていく方が良いのではないかとい

う意見は多く見られました。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      先ほどのお話であれば、食から始まる内容になっているのは、東京

書籍のみかと思います。今は、多様な家族がありますので、そういう

意味であれば、東京書籍が一番教えやすいのではと思います。 

どの教科書にも掃除の項目がないのですが、掃除はとても大切だと

考えていますので、今後、教科書の内容に入ると良いと思っています。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、家庭については、東京書籍の『新しい技術・家庭 家庭分野

自立と共生を目指して』を採択することとして、これに御異議ござい
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ませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして、種目、美術を議題といたします。 

これより、種目、美術に対する質疑を行います。 

教育委員      美術、絵画鑑賞という点では、光村図書と日本文教出版共に写真が

大きく、絵画も多様なところを取り上げている点が良いと思っていま

す。調査員からは、どのような意見がありましたか。 

選定委員長     光村図書は、その過程が書かれているところが、美術が苦手な生徒

に分かりやすいのではないかという意見が出ていました。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      制作過程が分かりやすいという点で、光村図書が良いと思います。 

教育委員      私も、光村図書は、技法が見やすく記載されていると思いました。

基礎的な技法がしっかりと学べるからこそ応用に取り組めるのではな

いかと思いますので、技法が見やすく表記されている光村図書の方を

推薦させていただきたいと思います。 

教育長       他ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、美術については、光村図書の『美術』を採択することとして、

これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

続きまして種目、保健体育を議題といたします。 

これより、種目、保健体育に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 
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教育委員      ストレスについては、中学生には大切なところになってくると思い

ます。自分自身のストレスになっていく過程や、どのように対処して

いけば良いのかというところまで書かれているのが、学研でしたので。

私は学研が良いと思っています。 

教育長       他ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、保健体育については、学研の『中学保健体育』を採択するこ

ととして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので採択することに決しました。 

続きまして、種目道徳を議題といたします。 

これより、種目道徳に対する質疑を行います。 

教育委員      道徳は、週に１時間ですか。 

選定委員長     １時間です。 

教育委員      今は、どの教科書を使っているのでしょうか。 

選定委員長     日本文教出版です。 

教育長       他ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

教育委員      道徳の教科書については、時間を割いて検討させていただきました。

採択してほしくない教科書が１社ありましたが、今回の選定教科用図

書ではありませんので、安堵しています。私は、光村図書が違和感な

く読めるとともに、良い気分で読み終わることができました。ただし、

他の教科と同様、選定委員会の意見を最大限尊重したいと思いますの

で、東京書籍と日本文教出版のいずれかで選んでいただいて構いませ

ん。 

教育委員      私も、道徳の教科書をよく見させていただきました。道徳は、先生

側が教えるのが難しい教科であり、先生の価値観によって違うような

方向性、そして、終着点に行き着くと思っております。その中で、先
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生用の指導案がしっかりと付属されており、それがとても見やすいと

思っているのが、日本文教出版の教科書です。こちらは、現場の先生

をアシストするという意味でも、最後のゴール地点をそろえるという

部分でも、とても見やすく、分かりやすい教科書になっているのかな

と思っているので、私は、日本文教出版の方を推薦させていただけれ

ばと思います。 

教育委員      全て見させていただいて、どの出版社もいじめについてたくさん取

り上げておられたかなと思います。ただ、その中で、日本文教出版は、

違いを意識したコミュニケーションを取り上げいて、いじめとは何か

ということだけではなく、人ごとに違いがある、差があるというとこ

ろを、しっかりと、中学生の時期に認め合うということができたら良

いと思いますので、日本文教出版をお薦めしたいと思っています。 

教育委員      私も、日本文教出版が良いと思います。題材の読み物としても、他

の教育委員からもございましたように、光村図書も大変読みやすいと

いう印象は受けておりますが、バランスよく幅広い教材で、文章量が

適量であり、授業工夫として反映されやすいという点で、日本文教出

版が先生方にとっても教えやすいのではないかという点で良いと思い

ました。 

教育長       それでは、これで討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

種目、道徳については日本文教出版の『中学道徳 あすを生きる』

を採択することとして、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       御異議がないようでございますので採択することに決しました。 

それでは、続きまして、学校教育法附則第９条関係教科用図書の説

明を求めます。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   学校教育法附則第９条関係教科用図書は、支援学級の児童が通常使

われている教科書を使用できないと認定された場合に使用し、副教材

として対応するものです。 

なお、令和３年度につきましては、現時点で使用する予定の生徒が

いないことから、必要に応じて、採択するものです。 

教育長       これより、学校教育法付則第９条関係教科用図書に対する質疑を行
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います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので質疑を終結いたします。 

これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

令和３年度に使用する中学校用教育法付則第９条関係教科用図書に

ついては、必要に応じて採択することとして、これに御異議ございま

せんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので、採択することに決しました。 

教育長      それでは、第２７号議案「令和３年度使用小学校教科用図書の採択に

ついて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   小学校の教科用図書につきましては、令和元年度に採択が行われ、

採択結果に基づき、令和２年度より新しい教科用図書が使用されてお

ります。来年度の令和３年度に使用する小学校教科用図書につきまし

ては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の第１４

条、「義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で

定めるところにより、政令で定める期間－４年間－、毎年度、種目ご

とに同一の教科用図書を採択するものとする。」に基づき、来年度も、

今年度と同じ教科用図書の採択をお願いしたく、図書一覧を掲載して

おります。また、学校教育法附則第９条関係としては、支援学級の授

業が、通常、使われている教科書を使用できないと認定された場合に

使用し、副教材として対応するものです。 

なお、令和３年度につきましては、現時点で使用する予定の児童が

いないことから、必要に応じて、今後採択するものです。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よ

ろしくご可決賜りますようお願いいたします。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 
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これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

ないようでございますので、討論を終結いたします。 

それではお諮りいたします。 

本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

御異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第７号報告「島本町立体育館設置条例施行規則の一部改正の臨時代

理について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課参事   それでは、第７号報告「島本町町立体育館設置条例施行規則の一部

改正の臨時代理について」ご報告いたします。 

これは、教育委員会議での議決を得る時間的な猶予がなかったこと

から、教育長の臨時代理を実施し、規則の一部改正をしたものであり

ますので、ご報告いたします。 

第７号報告資料をご覧ください。昨今の新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため、町立体育館内のトレーニングルームも、３月４日か

ら６月１８日までの１０７日間、使用中止いたしました。そのため、

当初に１年間の使用料を支払って、トレーニングルームを使用されて

いる場合、使用していなかった期間が発生することから、使用者が不

利益を被らないよう、今般、規則を改正したものでございます。 

内容としまして、６月１９日以降に有効期限を迎える方につきまし

ては、本来の有効期限に使用中止期間である１０７日間を追加するこ

ととし、使用中止期間中に有効期限を迎えた場合は、実際に使用でき

なかった期間を６月１９日から追加することとしたものでございます。 

なお、施行期日につきましては、６月１８日からとなっています。 

以上簡単でございますが、ご報告とさせていただきます。 

教育長       ただ今の報告について、ご質問、ご意見等はございませんでしょう

か。 

教育委員      改正案によりますと、連続して７日を超える場合は、使用停止期間

の日数を使用許可期間に加えるものとするという部分がございますが、

１日から６日間であれば、延長されないということでよろしかったで
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しょうか。また、その理由を聞かせてください。 

生涯学習課参事   そのとおりです。理由につきましては、台風などの災害により、年

間に１日ないし２日臨時休館することがありますが、その都度、期間

を延ばすというのは、事務局と体育館スタッフとしても、一定手間が

掛かることから、期間を見込み、今回７日に設定したものでございま

す。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第８号報告「令和２年度教育費補正予算（案）の臨時代理について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長   それでは第８号報告、令和２年度教育費補正予算（案）の臨時代理

につきましてご説明を申しあげます。本来であれば、６月５日に開催

されました第７回教育委員会定例会において議決を図るべきところ、

補正予算の内容等精査する時間がなかったため、教育長に対する事務

委任規則第３条第１項に基づき、教育長が事務を臨時に代理し、７月

１６日に開催されました７月臨時議会に本補正予算を提出させていた

だいたものでございます。 

それでは、第８号報告資料の１ページををご覧ください。歳入でご

ざいます。 

款）国庫支出金、項）国庫補助金、目）教育費国庫補助金、学校施

設整備費補助金、学校保健特別対策事業費補助金の４６万２０００円

の増額につきましては、町立学校で新型コロナウイルス感染症の拡大

防止を図るための対策用消耗品の購入に対する特定財源として増額す

るものでございます。その下の、目）民生費国庫補助金、児童福祉費

補助金、子ども・子育て支援交付金の４８万７０００円の増額につき

ましては、幼稚園で新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため

の対策用消耗品の購入に対する特定財源でございます。また、その下

の、款）府支出金、項）府補助金、目）民生費府補助金、児童福祉費

補助金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の５０万円の

増額につきましては、町立幼稚園で新型コロナウイルス感染症の拡大

防止を図るための対策用消耗品の購入に対する特定財源でございます。 
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続きまして、２ページをご覧ください。歳出でございます。教育費

はそれぞれの目で記載のとおり、総額で２，３０５万９，０００円の

増額をさせていただいています。詳細につきましては、下の内訳説明

書の方をご覧ください。小学校の学校管理費の消耗品費６５万４，０

００円の増額につきましては、小学校で新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を図るため、非接触型体温計や手指洗浄用アルコールやハン

ドソープを購入するため増額をするものでございます。さらに、その

下の小学校の教育振興費の通信運搬費２７７万２，０００円の増額は、

学校臨時休校等の緊急時のオンライン授業等を想定し、町実施のアン

ケートで、家庭にインターネット環境がないと回答された世帯の環境

整備として、ルーター本体及び工事費等の諸経費込みで、月額税抜き

で３，３００円のプランの存在が判明したため、当該契約に係る初年

度の通信費を改めて予算措置させていただくものでございます。さら

に、その下の中学校の学校管理費、消耗品費、２７万１０００円の増

額は、先ほどご説明いたしました小学校の学校管理費と同様の内容で

ございます。その下の中学校の教育振興費、通信運搬費の１２３万２

０００円の増額は、先ほどご説明いたしました小学校の通信運搬費と

同様の内容でございます。その下の幼稚園費、消耗品費、９８万７０

００円の増額につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止を図

るため、消毒用アルコールや石鹸等を購入するため増額するものでご

ざいます。 

以上、簡単でございますが、ご報告を終わらせていただきます。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等はございませんでしょ

うか。 

教育委員      歳出のうち、校内ネットワーク整備等事業について、インターネッ

ト環境未整備の家庭の世帯数は、大体どれぐらいですか。 

また、６月の補正予算において、ルーター本体の購入費用が計上さ

れていたと思いますが、ルーター本体は、前回の予算内で賄えるとい

うことですか。 

次長兼教育総務課長   町で各家庭にアンケート調査を取ったところ、世帯数ではありませ

んが、家庭にインターネット環境がない児童生徒の数は、小学校、中

学校合わせて６４名でした。 
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また、委員ご指摘のとおり、前回６月に、備品購入費として、予備

を含め小中学校あわせて１３０人分のルーターの購入費用を計上して

おりましたが、町の方で検討した結果、インターネット環境の整備が

格安で提供できる通信プランがあることが分かりました。そのため、

端末は購入せず、インターネット環境のない世帯については、今年度

に限り、町の方で通信料を負担するため、今回通信料を計上させてい

ただいているものでございます。前回、予算計上させていただいた備

品購入費については、減額補正という形で対応させていただければと

思っております。 

タブレット端末の設置につきましては、児童生徒１人１台分という

ことで、６月議会の方に予算を上げさせていただいておりまして、今

現在、入札の手続を進めさせていただいております。台数につきまし

ては今のところ、今年度の児童生徒分は、この入札によって購入でき

るのではないかと考えております。 

教育委員      児童生徒１人１台の端末やインターネット環境の整備は今年度中に

行うということですが、再度臨時休校となった際には、オンライン授

業等で使用できるのでしょうか。 

次長兼教育総務課長   全国的な事業ということで、整備をできるだけ早くしたいとは思っ

ているのですが、必ずいつまでというのは、今現在見通しが立ってい

ない状況でございます。 

オンライン授業等の対応については、タブレット端末等の台数がそ

ろってくれば町で貸し出すことも可能ですが、それまでの間は、ご家

庭にあるタブレット等をご利用いただくような形でのご協力を求めて

いく必要があると思っております。 

教育長       他ございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第９号報告「令和２年度夏季休業日中における児童生徒の指導につ

いて」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   令和２年７月８日付け島教教第６０２号にて、各学校長に対して、

夏季休業日中における指導、児童生徒の指導について、適切かつ万全

に行われるよう通知しました。また、大阪府教育長からの通知も合わ
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せて指導を行っています。特に、昨年度末からの新型コロナウイルス

感染症拡大により、学校生活をはじめ、児童生徒を取り巻く環境が大

きく変化していることから、今後、その影響が生徒指導上の課題とし

て現れることが、予想されることを含めまして、本町では、大きく２

項目、８点について留意事項を作成いたしました。裏面をご覧くださ

い。 

第１項目の生徒指導については、児童虐待における学校の果たすべ

き役割として、児童虐待が判明した場合、疑いのあるものを含めて速

やかに子ども家庭センター及び島本町子育て支援課に通告するよう示

しました。いじめ対応につきましては、学校いじめ防止基本方針にの

っとり、組織的に迅速かつ適切な対応に努めること、近年、ＳＮＳ上

のトラブルやいじめ事象も生起している中、児童生徒に携帯電話やス

マートフォンを介したインターネット利用の危険性を認識させるとと

もに、家庭でのルールづくりと、保護者への啓発を図ること、また、

配慮を要する不登校児童生徒に対して、きめ細かな指導支援を充実さ

せ、家庭や関係機関との連携を図るよう指示しております。 

第２項目の安全管理については、特に、休業日中の水遊びやスポー

ツ活動に当たり、熱中症には十分な対策を取り、水分補給に配慮する

など、細心の注意を払うこと、落雷、集中豪雨等の天候の急変等に十

分注意を払うなど、事故防止と安全確保に万全を期すよう、児童生徒

の指導に努めるよう明示しました。 

また、新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休業期間中が長

期化したことにより生じている児童生徒の様々な不安感を和らげ、夏

季休業日期間中のスタートがスムーズに切れるよう、万全を期すよう

指示しました。 

以上、簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等はございませんでしょ

うか。 

教育委員      今年度は、８月１日から１６日までが、小学校、中学校共に夏季休

暇ですか。 

また、今年度に限りましては、児童生徒の登下校中の熱中症を予防

しながらのコロナウイルス対策や、緊急時の職員の方の連絡体制など
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も、通常と違うところがあると思いますが、その辺りについてどのよ

うにされていますか。 

教育推進課長    まず、夏休み期間についてですが、小学校におきましては８月１日

から８月１６日までの期間、中学校におきましては８月８日から１６

日の期間となっています。 

また、登下校時の熱中症対策としましては、原則、家を出た時から

下校するまでマスクの着用を指導していたところですが、熱中症予防

のために登下校若しくは熱中症のおそれがある場合に関しては適宜マ

スクを外し、距離を取って、熱中症予防に努めるように各学校長へは

指示を出しております。 

夏休みの教職員への連絡体制については、新型コロナウイルス感染

症対策のために、教職員が集合して連絡を取らなければならないとい

う事態が起こった場合に対応できるよう、各学校長には指示を出して

おります。 

教育長       他にございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

以上をもちまして、本日の議事は、全て終了いたしました。 

これをもちまして、令和２年第８回教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 


